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十
一
月
の
実
弾
射
事

陸
上
自
.
衛
隊
大
村
部
隊
で
実
施

す
る
寧
郵
射
駆
り
十
一
月
実
施
場

所
目
麗
は
つ
ぎ
の
と
お
り
で
す
。
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五
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六
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十
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、
十
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J
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八
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二
十

六
日
t
三
十
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11月のメモ
1日ロ保険税11月分納期

2臼=モーターボート第 1節
3口=第3回市民音楽祭

5日=基本選挙人名簿の縦覧

10日=モーターボート第2節

11日=第2回大付市少年剣道大

市内中学校駅伝

今
月
の
納
税

っ
た
ど
厚
生
大
臣
が
四
臨
め
る
ゐ
の

ム
昭
和
二
十
年
二
月
十
六
日
か
ら

周
年
八
月
十
五
日
ま
で
の
聞
に
舛

一地
で
一
同
籍
上
出
申

C
、
か
っ
そ
の

一間
外
地
に
居
住
し
格
戦
日
以
降
本

一邦
に
引
鍋
げ
た
も
の
。

一

だ
だ
し
ソ
連
軍
の
撃
戦
に
と
も

一な
っ
て
宛
生
し
た
事
態
(
昭
和
二

一十
年
八
月
九
日
)
に
よ
り
引
き
揚

恩
給
法
が
改
正
さ
川
、
別
表
二
に
つ
い
て
は
本
年
十
月
一
日
を
も
一
和
二
十

ζ
三
月
三
十
一
日
以
前

一げ
た
も
の
も
含
ま
れ
烹
ず
。

-
二
の
と
お
り
議
扶
助
料
、
普
一
っ
て
受
給
梅
毒
き
と
に
な
り
一
三
年
)
き
え
る
も
の
は
除
か

一
A
引
き
損
げ
後
昭
和
三
十
二
年
一
一
一

通
恩
給
、
普
通
扶
助
料
、

培
加
恩一

ま
し
た
。

一れ
ま
す。

一月
=
干

一
日
以
前
に
死
亡
さ
れ
た

給
、
傷
病
室

、

第

豪

華

一

定
し
刑
に
処
せ
ら
れ
た
と
と
一
な
ぎ

の
額
約
改
定
撃

で

一方
の
ろ
ち
従
来
は
死
亡
当
時
空

の
支
給
量

竿

月

よ

り
そ
れ
ぞ

一
に
よ
る
失
楢
失
格

の

審

議

行
友
定
え
ま
す
か
ら
請
求
の
必
要
一十
五
才
以
上
の
方
に
護
給
付
金

れ
引
き
上
げ
ら
れ
ま
し
た
ω

一猶
予
の
許
容
さ
れ
な
い
三
年

{昭
一

は

あ

り

喜

ん

。

京

喜
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
今
回

芝

葉

恩
給
で
は
高
額
所
得

一

一

は
二
十
才
以
上
で
あ
れ
ば
よ
い
と

者
じ
た
い
す
る
支
給
停
止
の
繁
一

引

揚

者

給

付

金

の

一と
に
な
り
ま
し
た
。

ゃ
、
刑
に
処
せ
ら
れ
た
り
、
徴
戒
一

;

一

ま
吃
引
揚
者
給
付
金
』
に
引
場
者

処
分
な
ど
に
よ
り
受
給
稲
妻
っ
一

支

給

範

囲

も

拡

大

一遺
族
給
付
金
の
簡
求
期
限
は
本
年

た
人
の
ろ
ち
旧
治
安
維
持
法
な
ど
一

、

4
1

;

一

ι月
十
六
日
烹
で
で
そ
の
後
は
問

の
廃
止
に
管
法
令
・
恩
赦
γ
関
一

十
月
一
日
で
弱
者
給
付
金
等

一
ム
室
、
思
等
に
在
職
し
て
い
一
求
手
続
が
で
き
な
い
こ
と
に
な
つ

す
る
法
令
、
執
行
猶
予
嗣
聞
の
経
一
支
給
法
も
改
正
さ
れ
つ
ぎ
の
三
つ

一た
職
員
で
日
本
国
政
府
の
命
令
ま
一
て
お
り
ま
し
た
が、

さ
F

門
に
一
年

過
な
ど
に
よ
り
刑
の
免
除
ま
た
は

一
の
条
件
に
厳
守
る
方
に
も
給
付
一た
は
蓄

に
よ
っ
て
益
へ

喜

一開
延
長
さ
れ
、

来
年
五
月
十
六
日

襲
な
ど
の
処
分
重
げ
た
も
の

一

が
支
給
さ
れ
ま
す
。

一の
ま
緊
移
転
引
ざ
る
串
得
な
か

一実
で
間
求
で
き
る
こ
と
足
り
ま

一し
た
。
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一

t
(
-

-
骸
当
者
は
至
急
申
爾
手
続
を
完

ア
し
て
ど
究
さ
い
，

支
給
年
額
を
引
上
げ

公
務
扶
助
料

普
通
恩
給
な
ど

一 部 五 円定

県
下
の
殉
国
者
慰
霊
祭

し
め
や
か
に
三
城
忠
霊
塔
で

長
崎
県
殉
関
慰
軍
事
賛
会
主
催

に
よ
る
秋
の
慰
霊
祭
は
十
月
十
六

日
午
前
十
時
四
十
分
よ
り
而
内
の

さ
誠
県
忠
霊
塔
で
離
島
を
除
い
た

県
下
各
地
か
A
関
係
者
、
遺
族
お

よ
び
一

般
約

一
万
一
千
人
が
慰
列

し
、
し
め
や
か
な
ろ
ち
に
も
盛
大

に
執
行
さ
れ
ま
し
た
。
祭
典
は
大

村
部
隊
音
楽
隊
め
君
が
代
吹
奏
の

の
ち
、
祭
典
委
巨
長
大
村
市
長
の

開
式
の
辞
で
は
じ
め
ら
れ
ま
し
で

宗
教
連
盟
科
部
長
五
よ
あ
祭
り
事

が
行
わ
れ
た
あ
と
、

祭
主
事
賛
会

長
佐
藤
長
附
県
知
事
に
つ
ぎ
各
界

代
表
的
慰
霊
小
詞
、

玉
串
華
奨
か

行
わ
れ
参
列
者
今
員
容
拝
の
の
ち

主
僻
宥
め
挨
拶
遺
族
代
表
岡
本

県
遺
族
連
合
会
長
引
謝
辞
、
祭
典

委
員
長
問
問
式
的
辞
ア
祭
典
を
ど

じ
烹
し
た

n

祭
典
ハ
，
あ

LY

剣
道、

銃
剣
道
柔
道
小
奉
納
誌
合
や
各

蛸
区
炉
事
炉
舞
踊
な
ど
が
催
き
れ

と
く
に
今
信
は
県
r
p
民
主
h

奉

納
さ
れ
ま
し
た
。
(
樹
和
事
務
前
)

福
江
市
大
火

救
援
義
援
金
品

ム
義
援
金
H
コ
十
五
万
七
千
四
百

一
円

ム
詣
披
品
H
平
十
一
包

列
申
古
衣
料
約
凶
干
点

(福
祉
事
務
明
)

する 襲( 1 

等給 |現在の 額 l改正後の額 | 制 額

兵 1532001 72420li9220 
fE長 ( 二 轡 )r 533001 732681j 9968 
箪智 (--¥l，'V)1533001 73608120308 
g長(上聖書)1534001 7360812020 8' 
進士宮 1535001 73608120106 
少 尉 153CioOl 73608120108 
中 尉 16 0 6 0 0 1 7 89 0 0 1 1 8 3 0 0 

①右の績は家版力日給 1人につ き4、800円は含ん でおりません。 1大 尉 1787001 100967122267 
②(  IJIJ )戦没者の階級か曹長であっ てその萎・ 遺児叉 l立本年 10月 1臼において渇 60才以上の遺族には現行の額 にヲl上

富田の半分 (10、104円)舎加えた 63、504円を支給し 39年7月分カ、ら改正後の額73、608円を支給されます @

③改主について は以 下い ずれの場合 も受給者は読ポす る必要あ りません。

改 定 の 方 法 |官 等級 l現 行 の 額 |改正後の額 |増 加 額 11首恩、f井給、管恩

兵 1300001360671 60671 40800 
伍長(二 曹 )1 3 3 6 0 0 1 4 1 0 3 4 1 7 4 3 4 1 4_ 6 1 6 8 
軍 曹 (ー嘗 )1 34800 I 42.700 I 7 9 0 0 1 48000 

①右の表で〔増恩、 f井伊普恩〕 とあるのは憎加恩給に併が lg長{上菅)1372001448341 76341 50400
の普通恩給のことであり 、こ の分は年令に関係 な く本 | 進士宮 1 ~ ~ ~ ~ ~ 1 ~ ~ ~ ~ 0 1 .?? ~ ~ 1 6080.0 
年 10月分から憎給 されます。 1少 尉 1 53580 16166 Z- I~ 087 1 69300 

② [  19IJ)退職時の階級が曹長であったカ、たが本年 10月 1I中 尉 1606401702001 95601 78900 
B において 70 才舎 こ え る かたについでは昭和 38 ~手 9 月 | 大 尉 1 7 1 2 0 0 18 9 83 4 1 1 8 6 3 4. 1 1 0 0 9 6 8 
分までを現行の額に引上額の半分を加えた 41、017円各支給し 38年 10月分カ‘ら全額の 44、8'34円を支給される

①右の額は実務主手数 (i陸士宮以下 12年、 i告士宮以上 13~王)により計算されたものでありますから不足年数又は超過年
数を引き又は加えたものがあなたが受給 される恩給額になります。

ー 不定年又は超過主手数
A あなたが受絡される額は 右上の額 (= を加え又 (;):ヲIL、た額であります。

150 

恩絡法問

ヘIJI改 定の基 礎となる年令 等

妙没者 の妻、 遺 児及び満
60才以 上のもの

3'7年10月!日 で渇 '70才以|引上額
上のもの |の半額

委in児のほかで 60才未漏| 工自

のもの l 明

係 額放定に

E主定 の時期
( 38年 10月) (3 9年 7月 ) (満 60才の月)

引上額の 半額 | 引上額の全額

十
一
月
三
十
日
は
市
民
税
第
一-
期
分
の
納
期
限
で
す
。
ぜ
ひ
納
聞
暇
内
に
完
納
い
た
し
ま
し
ょ
う
。

ム
申
告
白川
得
税
制
:
則
分
内
納
川
限
は
十

一
円
.
二
十
日
寸
す
。

ぜ
ひ
納
期
限
1
4
に
完
納

υま
し
ご
つ
。

(
税
務
調
}

(
諌
早
税
端
署

料
理
見
習
十
六

t
二
十
才
手
取
一
ゴ
ム
検
査
仕
上
工
十
五

t
一一
十

六
千
円
・
画
鉢
製
造
雑
役
十
三
才
九
干
円
1
一
高
・
ミ
シ
ン
下

ガ
ン
疾
患
に
福
音
一
む
町
悦
持
続
的
立
立
げ
h
訴
訟
皇
制
1

駐
日
立
が

治
療
用

X
線
完
え
一
「
早
制
診
断
」
「
早
期
治
療
」
室
口
言
葉
一
万
五
千
円
・
運
転
季
八

t
一
一
一
十
一
千
八
百
1
一
万
円
・
庖
員
十
五

t

ー

一に
ガ
ン
撲
滅
運
動
が
展
開
さ
れ
て
い
ま
す
一五
才
一
万
六
千
三
旦
円
・
助
手
工
一
一
一
十
五
才
八
百

t
-
万
円
・

タ

大
村
市
立
病
院
で
は
悪
襲
警
く
に
一

当
院

ιお
い
て
も
そ
の
霊
に
応
え
る
天

t
一
宇
才
一
万
一
一
一千
四
百
円
・

7
ル
製
造
工
主
主
主
才
八

ガ
ン
疾
患
増
加
に
た
い
し
治
僚
の
万
季
五
め
に
手
術
と
と
も
に
根
治
療
法
の
一
環
玄
装
工
夫
l
五
十
才

-Z二
千
?
一
万
円
・
パ
ス
車
車
十
五

宇
る
た
め
・
深
部
治
療
空
襲
置
を
寸
と
し
て
の
X
線
装
置
の
治
療
の
効
果
重
一
万
円
・
鉄
工
十
八

1
四
十
才
}
万
一

l
一
平
一
才
八
千
五
百
円
J
一
万

購
入
し
、
そ
の
完
雪
急
い
で
い
ま
し
た
一
げ
得
る
も
の
と
し
て
期
待
し
て
い
ま
す
。
一
五
千
J
一
万
八
千
五
百
円

一三
千
円
・
炊
事
婦
十
八

1
三
十
玄

か
こ
の
程
取
付
薬
品
季
開
始
レ
ま
一
な
お
治
療

ω対
象

と

な

る

疾

患

じ

は

つ

一

一

主

万

円

J
一
万
四
百

・

訟

一ぎ
の
よ
う
な
も
の
が
あ
り
ま
す
。

一

一

し
た
。

'

一脳
臨
場
・
肺
ガ
ン
・
上
顎
ガ
ン
・
喉
顕
ガ一

女
子
門
市
内
〕

一調
査
係
十
八

t
ニ
十
才

一
万
九
百

従
来
高
令
者
に
多
か
っ
た
癌
一
閣
は
最
近

一ン
・
乳
ガ
ン

・
乳
線
肉
腫
・

胃
、
閥
、

紅

一

一

九
十
八
円

C
は
若
年
者
に
も
し
ば
レ
ば
発
見
さ
れ、

一門
ガリ
J

・
勝
脱
ガ
ン

・
腎
臓
諏
佐
臨
場
・

一

経
理
事
務
員
十
八

l
一
ニ
十
才
七

抽
出
血
に
つ
ぐ
高
い
死
亡
霊
示
し
て
い

一子
宮
ガ
ン

・
喜

朗
腫
・
グ
ロ
イ
ド
・

豆

T
一
万
円
・
庖
員
末

l
一一十

ま
す
。

一閣
角
化
症

・淋
巴
線
結
核
・
悪
住
淋
巴
臨
一
七
才
六
千
l
一
万
円
・
家
事
手
伝

そ
の
た
め
国
に
お
い
て
も
よ
う
や
く
ガ

一そ
の
地
悪

怪

臨

場

(

市
立
病
院
)

一い
十
八
t
三
十
才
一
一
一
食
付
五
千
円

全額

引上額の
全額

の

客員

富買

の11' 

公 務扶助料の方法によリ改定され正すの

公

務

扶

助

料

並
日

通

恩

給

扶

助

料

普

通

係額 改定に 関

改正 額| 増 額

2330001620 00 
189000150000 
151000140000 
10 7000128000 
70000119000 
5200 0114000 
33000 9000 

350001 9000 |①昭 和 38年 7月 カ、ら増給

30000 1 8000 |② 同年 7月前に給与 事 由の生じ

26000 70001 たものにつ いてはその 閣の 分

210001 60万引 は改正 前 の 額。

248す百す 165000|①傷病年金欄のCD.@(: ~ {; 
2Q50 0 0 1 5 4 0 0 0 
176000146000 
145000138000 
116000130000 

恩給法関

区別|程度|現行額

111頁1171000 
士曽 | 
カ口 12ゃ 1139000
思 I~//11 1 1000
給 14ク 79000

逼112ぺ 51000 
1主恒三」一一三旦旦旦旦
) 17//1 24000 

i~ 11款 26000
病 12//1 22000 
年 13// 1 19000 
金町7 15000

1軟 183000
2//1151000 
3//1130000 
4// 1107000 
5ク 86000

上記の 普通思給権者が死亡した場合に例外を除くの遺族

に上記の額の半額が支給され る

男
子

門
県
外
】

る 表 ( 2表)

改定の時期・その他

①昭和 37年 10月分カ、ら増給

②本年 10月以降 裁 定 さ れ た も の

でも 同月以 前に 給与事白の生

じたもので ある 場合の 同 月前

の 分は改正 前 の額。

③以 下 2つ の金額 の改定は受給

者の請オ立を 要 しません。

す

公務扶助料の方法により改定さ れ ます。

求
人
案
内

傷

病

賜

金

旅
館
女
申
二
十
五
J
一
ニ
十
五
才
ニ
一

食
付
六
千
円

門
県
外
】

(
公
共
職
業
安
定
所
)



(二〉

来年は

選挙¢年

基
本

選
拳

人
名
簿
を

中央地区ヘレントゲン車

中
央
地
区
の
結
核

検
診
を
つ
ぎ
の
日
程

で
実
施
い
た
し
ま
す

骸
当
者
は
個
人
通
知

を
い
た
し
ま
す
の
で

も
れ
な
く
受
齢
し
て

く
だ
さ
い
。

ム
該
当
者

満
七
才
以
上
の
も

の
で
、
学
校
事
業
所

等
で
集
団
険
診
を
受

け
る
も
の
を
除
き
ま

す
.

ム

料

金

無

料

ボ
タ
ン
や
ホ
ッ
ク

の
な
い
下
着
で
あ
れ

ば
そ
の
ま
ま
受
診
出

来
時
聞
は
か
か
り
ま
一

せ

ん

。

一

(保
険
衛
生
課
)

百本町1・2

東本町

本町 1

本町2

本小路

片町1

上小路

外浦小路岩舟
日 向平小姓小路

片岡IJ2 

7.1<.主町

三城1・2

水田 1区 柴田

向陽町小佐古
大佐古

水田町

水田 2区

杭出津4区

杭出津 3区

名開J

箕島

農
業
資
金
の
つ
く
り
方
(
そ
の
四
)

〔

自

作

農

維

持

創

設

資

金

の

制

度

〕

り
現
在
に
お
よ
ん
で
い
ま
す
。
}
号
、
二
号
賢

そ
の
利
用
は
犀
々
培
え
昭
和
三
十
四
十
万
円
ま
で
・

九
月
十
五
臼
現
在
の
基
本
選
挙一

と

が

で

き

そ

一

室

い

ろ

い

ろ

な

表

現

で

汚

名

選

一

色

提

出

先

大

村

市

選

挙

管

理

委

七

節

度

に

お

い

て

も

大

村

市

で

一

一

一

一

号
、
四
号
、
五
号
、
六
量

一
人
名
簿
が
で
き
ま
た
。
と
く
に
一

縦
覧
の

霊

は

つ

ぎ

の

と

お

り

一

挙

の

名

づ

録

さ

れ

て

い

あ

と

と

一

員

会

事

局

千

四

百

万

円

の

割
当
が
あ
り
、
百
金
H
一
農
家
当
三
十
高
ま
で
、

一
来
年
四
月
に
は
内
融
会
議
員
や
県
一

で

す

。

一

は

、

主

権

者

の

私

た

ち

に

と

っ

て

玄

賞

入

選

一

名

、

佳
作

一

一

吾

、

十

名

の

農

家
に
貸
付
が
決
定
し
て
い
ず
れ
も
第
五
分
、
三
年
据
置

一
室
員
な
ど
の
地
方
選
挙
が
あ
り
一心
時
間
H
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
一情
な
い
乙
と
で
す
。

一

そ

れ

ぞ

れ

賞

状

、

賞

品

寄

り

そ

の

手

続

も

完

了

し

て

い

ま

す

。

の

十

七

年

償
還
で
保
阻
人
で
も
担

一
ま
す
が
、
こ
れ
ら
の
選
挙
に
は
乙

一

午
後
五
時
ま
で
一
私
た
ち
は
と
の
よ
う
ホ
事
実
を
一

ま

す

。

そ

の

種

類

や

内

容

に

つ

い

て

説

保

で

も

支

障

あ

り

ま

せ

ん

・

一
の
基
本
選
挙
人
名
簿
が
使
用
さ
れ
一
心
揖
所
H
大

村

市

選

挙

管

静

香

員

一

よ

く

見

き

わ

め

て

、

ほ

ん

と

う

に

玄

応

募

上

の

注

意

住

所

、

氏

名

明

し

て

み

ま

し

ょ

う

.

申

込

方

法

一
ま
す
。
乙
の
名
簿
は
十
一
月
五
日
一
会
事
務

局

一

明

る

い

社

会

を

作

る

た

め

に

、

心

一

生

年

月

円

職

業

柔

尾

に

明

資

金

の

種

類

年

度

始

め

に

霊

要

員

会

よ

り

ず
ら
十
一
月
十
九
日
ま
で
の
十
五

一

な
あ
期
間
閉
は
各
出
張
所
に
も
一
か
ら
信
頼
で
き
あ
人
事
ぶ
と
い

一

記
の

と

と

。

ム

吾

妻

H
自
作
建

講

入

す

農

協

室
長

受

額
の
調
査
を
い

一日
間
}
般
に
公
開
し
て
、
名
簿
に
喜
一容
李
備
え
て
お
り
ま
す
で
つ
心
が
り
を
身
に
つ
付
、
公
明
選

一

(

選

挙

星

雲

員

会

)

、

一
る

場

合

た

し

ま

す

の

で

そ

の

時

に

申

込

む

一登
録
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
、
ま
一の
で
、
乙
れ
を
と
覧
札
な
っ
て
も
一
挙
の
事
現
に
努
力
し
、
汚
名
選
挙
一

版

画

講

座

を

一
ム
二
号
資
金
H
小
作

地

を

と

と。

一

五
登
録
の
内
容
に
誤
り
が
な
い

一
結
構
で

す

・

一

春

追

放

し

た

い

も

の

で

す

。

一

聞

き

ま

す

一購
入
す
重

晴

屯

購

入

)

やこ
一
日
許
諾
時
計
一
係
長
何
時
間
投
手
芸
能
諮
問
訂
正
請

γ十三月一一

一
一
一
一
組
問
中
合
霊
知
山
間
関
投

一
た
が
、
乙
の
期
間
中
で
あ
れ
ば
登

一簿
登
録
の
有
無
を
確
か
め
て
い
た
て
募
集
し
ま
す
。

一
十
五
日
ま
で
の
毎
週
火
曜
日

一

ヰ
諮
問
r
H
u
h
-
ず
雑
誌
…
一
一
一
世
間
一
趨
問
。
臨
額
一時一一…時一一出抑制一一一一…………一一一一一一一一一時

村
一
民
主
政
治
ど
は
、
主
栂
者
で
あ
一
な
政
治
は
明
る
い
、
正
し
い
選
挙
一
関
し
た
も
の
。
標
聞
は
制
眼
し
一
ム
申
込
期
日
お
よ
び
場
所
H
十
二

バ
イ
ク
椅
子
を
公
売
り
点
は
市
役
所
財
襲
へ
お
噂
ね
完
了
す
る
も
の
と
し
ま
す
。

六

脚

曹

棚

H
二
十
個
担
当
箱
一

墓

地

の

改

葬

社

会

福

祉

事

業

ヘ

大

あ

私

た

ち

が

さ

よ

り

選

わ

ん
一に
よ
っ
て
の
み
、
実
現
さ
れ
る
の

一

ま

せ

ん

。

一

月

八

日

ま

で

申

央

公

民

舘

一

く
だ
さ
い
。

U
m
k
m刊
は
当
日
公
莞
場
所
で
一
一
個

卓
子

一

個

(

量

)

一ム
所
在
地
H
蒲
郡
市一一一
谷
町
須
田

寄

付

斗
ノ
だ
代
表
者
生
「
て
行
む
れ
あ
政
一
で
す
。

一ム
枚
数
回
百
字
詰
原
稿
用
紙
互
ム
受
講
料
い
り
ま
せ
ん

一

市
で
は
バ
イ
ク
、
管
制
な
ど
を
会
売
日
時
昭
和
三
十
七
年
十

一十
六
。
名
称
日
一
一
一
谷
断
須
出
共
同

一言

い

い

夢

。

一

今

ま

で

沢

山

小

選

挙

が

行

む

れ

一

枚

以

内

一

ム

講

師

椎

葉

一

木

先

庄

↓
つ
ぎ
の

要

領

で

公

き

ま

す

。

買

五

十

日

午

後

一

時

よ

り

ソ

i
ク

ワ

ク

チ

ン

の

申

込

を

受

付

け

ま

す

墓

地

。

改

葬

先
H
蒲
都
市
三
谷
町

市

内

東
本
町
三
一
ニ
三
高
松
喜

一
住
よ
い
、
明
る
い
社
会
は
、
正

7
・
』
お
り
き
す
が
ぶ
つ
の
選
挙
三
ム
応
募
資
格
市
内
居
住
の
有
楢
一
重
審
査
責
)

一受

希

望

の

方

は

当

日

印

鑑

持

参

の

会

亮

宗

大

村

市

役

所

中

庭

・

f

頁
回
十
三
、
十
六

回
出
制
限
さ
ん
は
と
本
人
の
誕
生
記
愈
の
志

レ
い
政
治

明
る
い
警
に
よ
っ
一
も

華

道
反
は
あ
と
を
た
た
ず
三

者

一

な

お

卒

者

に

は

修

了

証

曹

三

上

お

い

で

く

だ

さ

い

-

会

売

喜

一

祭

実

札

ン

斜

計

れ

込

み

U

U

L
↑
月
五
日
か
ら
十
一
月
十
五
昭
和
コ
干
七
年
十
一
月
七
日
。
と
し
て
命
壱
万
円
也
を
十
月
十
九

て
実
現
芯
れ
ま
す
が
、

乙
の
よ
う
一
腐
敗
選
挙
と
か
、
汚
な
い
選
挙
な

一A
締
切
日
十
一

月
エ
十
回
二

一授
与
し
ま
す
。
(
教
育
餐
員
会
)

一

な
お
公
売
事
項
に
つ
い
て
不
明
ム
入
札
保
距
金
入
札
保
匝
金
ま

!届
出
先
H
愛
知
県
清
都
市
民
旬
郡
町
日
市
社
会
福
組
事
業
の
一
端
に
と

-

i

E

-

E

E

E

現

金

で

託

金

聞

の

百

分

の

十

川

輔

君
つ
ぎ
の
と
お

り

行

い

ま

す

。

ム

申

込

場

庁

ー

;

浦

郡

市

役

所

長

衛

生

爪

寄

付

さ

れ

ま

し

た

。

一

一

一

上

と

し

ま

す

。

ム

著

者

市
保
険
衛
生
課
ま
下
各
出
眼
ム
所
在
地
H
喜

郡
確
井
町

大

字

市

虫

歯

T
J

目
四
一
ニ
六
長
与

昭
和
三
十
七
年
度
大
村
市
国
民

一十
八
組
合
に
た
い
し
、
そ
れ
ぞ
れ
寸
境
婦
人
会
i

硯
出
石
婦
人
会
・
玄
関
札
開
設
午
後
一
ニ
時
よ
り
生
後
六
カ
月
か
ら
六
才
ま
で
所
上
臼
井
鶴
丸
九
百
十
九
番
地
、
九
エ
ツ
さ
ん
は
亡
夫
書
さ
ん
の
忌

震
保
険
被
保
険
者
な
ら
び
に
優

一霊

堂

記

憲

議

り

ま

し

た

一

撃

下

婦

人

会

・

釜

川

内

婦

人

会

一

撃

に

開

札

し

手

の

も

の

で

、

ま

だ

一

回

も

接

種

し

ム

料

金

百

ニ

十

君

。

嚢

先

日

嘉

窓

明
に
際
し
香
典
返
し
の
志
と
し
て

良
保
険
税
納
税
震
表
彰
式
径
一そ
の
あ
と
県
議
長
代
圏
、
大
一
塁
上
婦
人
会
・
岩
松
婦
人
会
・

一ム

代

金

納

言

現

金

で

即

納

て

い

な

い

も

の

。

保

護

者

の

昭

和

三

十

七

年

度

J
井
町
言
。
届
出
期
限
H
昭
一
参
万
円
也
を
十
月
十
七
日
市

十
月
一
一
士
百
午
後
一
一
時
か
ら
中
吾
妻
妻
、
大
村
市
医
師
梨
一
大
事
納
税
組
合
・
蓑
納
税
手
三
=
:
=
三
z
E
z
=三
三

E言
E
=
E
F
ニ
面
間
習
目
星
を
毒
接
重
種
し
主
て
か
宮
ら
六
奇
カ
民
暴
税
額
察
が
均
導
等
割
(
宝
五
百
円
巴
)
以
和
霊
=
三
一
干
十
毛
七
年
宇
十
土
一
百
月
十
七
昔
日
。
届
社
芸
会
福
霊
位
撃
事
霊
業
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確
か
め
ま

L
よ

う

健康世市288と優良

納税組合38を表彰

、'"d 

結核検診実施日程
該R

吋

F
I
E
-

10.00-1Z.0。
1.30---3.30 

9 00-12.00 

1.00---2.00 

2.00-4.00 

10，00---12.00 

1.00-2.00 

2.00-3.00 

3.叩-4.00 

大村小学校講堂 10.00---1Z.00

1.00-2.00 

2 00'"" 3.00 

3.00-4.00 

片町消防詰所

水主町公民館

大村保健所

時実 施 場 所

交道グ ラブ

日

11月]3日

]]月]4日

11月]5臼

11月]2日

実施

9.00-10.00 

10.00-12.00 

1.00---2.00 

2.00-4 00 

水田 2区公民舘

杭出津親和会

11月J6臼

(保
険
衛
生
腕
)


